
みなさんご存じですか？ 

昭和町「ごみ昭昭和和町町「「ごごみみのないきれいな ののなないいききれれいいなな  
平成19年４月から施行しました。 

まちにする条条条例例例」」」ままちちににすするる
違反者に対しては、条例で定められた過料を科す事となります 



「ごみのないきれいなまちにする条例」の主な内容

規 制 場 所

罰 　 則

禁 止 事 項

◆ ポイ捨て
・ 「ポイ捨て」とは？

◆ 犬のふんの放置
・ 「犬のふん害」とは？

・ 規制対象となるのは？

・ 規制対象となるのは？

●この内容に対する連絡先
昭 和 町 役 場 環 境 経 済 課

電 話�055－275－8355

　町内全域の道路、公園、広場、河川、学校その他公共の場所および自己が所有、または
管理する土地以外の土地（町内の公共施設や他人の所有・管理する土地）

　この条例に違反した場合、ポイ捨てをした者や事業者・土地所有者等が

命令に違反した場合には5万円以下、飼い犬のふん害指導違反や立入調査

拒否の場合には1万円以下の過料が科せられます。

　空き缶やたばこの吸い殻などのごみをごみ箱や吸い殻入れなど決められた場所以外に
捨てることをいいます。

　散歩中などに飼い犬がしたふんを放置することにより、公共の
場所などの規制場所を汚すことをいいます。

❶�缶・びん・ペットボトル・紙パックなどの飲み物を
� 入れていた容器
❷�たばこの吸い殻
❸�チューインガムのかみかす
❹�紙くず
❺�その他捨てられることによってごみの散乱の原因
� となるもの

❶�飼い犬のみ。飼い猫やその他のペットとなる小動物は�
� 含みません。
❷�ふんのみ。尿やその他の汚物は含みません。




